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         五感を働かせて学ぶ 
 朝夕はめっきり涼しくなり、児童の服装も冬服が多くなってきました。 

季節の移り変わりの早さに驚いているのは私だけでしょうか。９月下旬から１０月の上旬にかけて

は、田んぼのあぜ道には彼岸花の紅い帯の列ができ、黄金色の稲穂が揺れる田んぼでは一斉に稲刈

りが行われます。秋風に吹かれ、稲刈りが終わった田んぼの隅に座りながら眺める夕焼けは、言葉

に表せないぐらいの美しさであり、とても感動的です。また、「秋の夕焼け鎌をといで待て」という

ことわざがあります。『秋の夕焼けは、明日晴れる前触れだから、鎌をといで草刈の準備をしておこ

う。』という言い伝えです。自然と共に生きる知恵の奥深さを感じます。 

 さて、学校では市小学校音楽祭に向けた練習が続いています。全校児童で合唱・合奏に取り組ん

でおり、下学年児童にとっては難関な面もありますが自分のパートをしっかり練習しながら頑張っ

ています。当日は、きっと自信をもって市民会館の舞台に立つことを信じています。さらに、１１

月１６日(日)の麦っ子フェスティバルでも、すばらしい歌声と演奏を体育館に響かせてくれること

でしょう。そのことが、地域の皆様方の日頃のご支援に対するお返しになると思います。 

 ２学期も後半を迎え、学習を進めるには最適な時期となりました。各学級では課題解決に向けた

授業が展開され、児童も学力を向上させています。今後は、視野を広げるためにも、自然の不思議

や変化・人々の生活に興味・関心をもち、五感を通して探究するこどもたちになってほしいと願っ

ています。「なぜだろう」・「もっと知りたい」・「もしかしたら、こうなのでは」・「こうすれば、うま

くいくのでは」・「こんなものがあれば」 学びとは知的好奇心から始まるものです。研究は、こだ

わりをもって、やり続けることが大事だと思います。〝好きなことは続けられる。″                                  

（文責 校長） 

 

 

 

  

学校教育目標：かかわり合いをとおして 夢に向かってがんばる子ども 

学校評価を行います！ ～学校運営を振り返り、よりよい麦川小にしていくために～ 
  
児童、保護者、地域（学校運営協議会委員）、教職員を対象に、11 月に学校評価を行う予定

です。しっかり評価していただくために、保護者用の評価項目を事前にお知らせします。 
 
① お子さんは、授業は分かりやすく、楽しいと言っている。 

② 参観日の様子から、お子さんは、自分の考えを進んで発表したり、友達の考えをよく聞い

たりしている。 

③ お子さんは、毎日家庭学習に取り組んでいる。（予習・１０分×学年） 

④ チャレンジ目標：読書  

お子さんは、チャレンジ目標がんばりカードの目標に向かってがんばっている。 

⑤ 先生は、子どものよさや気持ちを理解してくれている。 

⑥ 先生は、生徒指導上の問題がおこったとき、すぐに対応してくれる。 

⑦ 学校は、道徳教育に取り組み、お子さんの思いやりの心を育てている。 

⑧ チャレンジ目標：あいさつ   

お子さんは、大きな声で自分からあいさつをしている。 

⑨ 学校は、積極的に食育に取り組んでいる。 

⑩ 地域の子どもは進んであいさつをしている。 

⑪ 保護者のみなさん（あなた）は、地域の子どもたちに、進んであいさつや声をかけるよう

にしている。 

⑫ 授業参観や子どもの話、学校だより等から、学校が地域との交流を深めていることを知っ

ている。 

⑬ 授業参観や子どもの話、学校だより等から、学校が地域の特色を生かした教育活動にも熱

心に取り組んでいることを知っている。 
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シリーズ 『うち
・ ・

の先生』  

本コーナーにて、本校の教職員の取組を紹介します。 

第 5回目は本校１年目のＹ教諭です。 
 

「足ピタ ピン！」１年生の授業は、日直のこのかけ声で 

始まります。これは、「足の裏をピタっと床につけ、 

背中もピンと伸ばしましょう。」という１年生の合言葉です。この短い言葉で、１年生は身体と 

心の準備をして授業を始めるのです。Ｙ教諭は、１年生担任として、児童に学習の楽しさを味わわせるとと

もに、発言の仕方や学習用具の使い方など、基本的なことを丁寧に指導することを心がけています。大きく

丁寧に書かれた板書の文字やゆっくりはっきりとした話しぶりは、若手教員のよき手本となっています。 

 また、本校の生徒指導主任として、登下校の安全や学校生活のルール等を、機会をとらえては全校児童 

に指導をしています。先日の台風１９号の通過後は、早朝より 

通学路の点検を行うなど、児童が 

安全な学校生活を送れるよう配慮 

しています。 

 

 

5 日（水） ありがとう作戦 

     （地域貢献活動） 

7 日（金） 美祢市小学校音楽祭 

     （麦川小 午後出演） 

小学校作品展（～9 日） 

8 日（土） 育友会研修旅行 

9 日（日） 第４回麦っ子塾 

16 日（日） 麦っ子フェスティバル 

児童引き渡し訓練 

17 日（月） 振替休業日（休み） 

19 日（水） 緊急地震速報の訓練 

27 日（木） なかよし集会 

 

 

    麦っ子フェスティバル開催 

保護者・地域の方々の作品募集！ 
 

 展示させていただける作品があ
りましたら、11月 13日（木）まで
に麦川小学校までご持参ください。 

  

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いじめの未然防止に向けて 

平成２５年９月にいじめ防止対策推進法が制定され、山口県および美祢市の基本方針が示され

ました。これを受け、本校でも『麦川小学校いじめ防止基本方針』を策定しました。 

いじめは、「どの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という認識のもと、週末の振り

返りアンケートによる児童理解を教育相談につなげ、いじめの未然防止や早期発見、早期対応に

努めているところです。 

10月 2日（木）には、本年度 1回目の「いじめ対策委員会」を開催しました。本委員会は、

教職員、保護者代表、学校運営協議会委員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー等から構成されており、いじめ防止等に関する措置を実効的に行うための組織です。今回は未

然防止に向けて、スクールカウンセラーの桒原郁子（くわはらいくこ）様をお招きし、児童理解

および個に応じた指導方法等について研修をしました。学校運営協議会委員さんからいただいた

ご意見も大変参考になりました。 

児童一人ひとりがよりよい人間関係を築き、楽しい 

学校生活を送れるよう、今後も全職員で４２名の児童 

を見守って参ります。ご家庭や地域でも、お気づきが 

あれば学校にお知らせくださるようお願いします。 

豪雨災害支援金について 
 山口県ＰＴＡ連合会より募金活動のお願いがありました。
常任委員会で検討した結果、麦川小学校育友会費から１万円
を送金させていただくことになりました。ご了承ください。   
被災された皆様方の一日も早い復興を願っております。 

７月終業式：駐在さんと一緒に夏
休みの過ごし方を話しました。 

 

 豪雨災害支援金について 

 山口県 PTA 連合会より募金活動のお願いがありました。
常任委員会で検討した結果、麦川小学校育友会費から１万円
を送金させていただくことになりました。ご了承ください。 
 被災された皆様の一日も早い復興を願っております。 

10 月 27 日（月）の第５回学校運営協議会
では、以下のことついて協議する予定です。 
・児童の状況について 
・麦っ子フェスティバルについて 
・学校評価について 

・学校課題について 

学校運営協議会より 

http://www.illust-box.jp/sozai/11166/

